
日 本 標 準 産 業 分 類 第 １４ 回 改 定 案 （Ｌ－学術研究，専門・技術サービス業）

改 定 理 由
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726 デザイン業 726 デザイン業

7261 デザイン業
主として人工物や人工環境のデザインに関する専門

的なサービスを提供する事業所をいう。
ただし，そのデザインを利用することにより，製品の製

造加工を行う事業所，プログラムの作成を行う事業所，
広告の企画・制作を行う事業所，芸術作品の創作，演
出などの専門的なサービスを提供する事業所，建築設
計，設計監理などの土木・建築に関する専門的なサー
ビスを提供する事業所，機械の設計を行う事業所は本
分類に含まれない。
○グラフィックデザイン業；プロダクトデザイン業；ディス
プレイデザイン業；パッケージデザイン業；クラフトデザ
イン業；ジュエリーデザイン業；テキスタイル・ファッショ
ンデザイン業；インテリアデザイン業；サインデザイン
業；ＵＩ（ユーザー・インターフェース）・ＵＸ（ユーザー・エ
クスペリエンス）デザイン業；サービスデザイン業
×造園工事業・ゴルフ場工事業［0622］；室内装飾工事
業［0782］；成人男子・少年服製造業［1161］；成人女子・
少女服製造業［1162］；家具・装備品製造業［1311］；陶
磁器絵付業［2147］；装身具・装飾品製造業［3221］；漆
器製造業［3271］；看板・標識機製造業［3292］；広告制
作業［4151］；芸術写真家業［7408］；広告業［7311］；建
築設計事務所［7421］；ディスプレイ業［9291］

7261 デザイン業
工業デザイン，クラフトデザイン，インテリアデザイン，

商業デザインなど，工業的，商業的デザインに関する
専門的なサービスを提供する事業所をいう。

衣服，スカーフなどの服飾デザイン，服地，着物地な
どのテキスタイルデザイン及びパッケージデザインを行
う事業所も本分類に含まれる。
○工業デザイン事務所；クラフトデザイン業；インテリア
デザイン事務所；商業デザイン事務所；服飾デザイン
業；テキスタイルデザイン事務所；パッケージデザイン
事務所
×造園工事・ゴルフ場工事業［0622］；室内装飾工事業
［0782］；成人男子・少年服製造業［1161］；成人女子・少
女服製造［1162］；家具・装備品製造業［1311］；陶磁器
絵付業［2147］；装身具・装飾品製造業［3221］；漆器製
造業［3271］；看板・標識機製造業［3292］；広告業
［7311］；建築設計事務所［7421］；広告制作業［4151］

【調整中】
経済の成熟や技術の進化に伴い、デザイン業の領域が発

展・拡大してきた中、同業に係る今後の正確な公的統計のた
めには、隣接する他の小分類との棲み分けも考慮しつつ、同
業の説明文及び内容例示を時代に即したものに修正する必
要があるため。

なお、デザイン業に該当しない業種に係る定義及び内容例
示については、「特定サービス産業実態調査」（経済産業省）
及び「サービス産業動向調査」（総務省統計局）を参照した。

改 定 素 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
中分類７２－専門サービス業（他に分類されないもの） 中分類７２－専門サービス業（他に分類されないもの）
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